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１ 研究の目的 

内部障害をもつ子どもは普通学級で学ぶことが多いが、入通院により長期欠席をしたり、不登校となる児童生

徒も多い。しかしながら、その状態は病気を理由に積極的介入がなされることはなく、その結果学業不振や、積

極性・自立性・社会性の欠如につながることも指摘されている。昨年度のプロジェクト研究費では、血友病の患

者、その親、養護教諭の視点から内部障害をもつ子どもの教育の現状と課題について、教育機会、学校生活の保

障の観点から検討した。引き続き普通学級で学ぶ子どもたちが、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受け

られるような具体策を検討するために、本年度は、第1に、教育福祉国で知られるフィンランドにおける主に教

育現場における病弱児への対応について、実際に訪問しインタビュー調査を行い、第2に、日本において、病弱

児への様々な支援のキーとなる教員および養護教諭、小児病棟担当の医療者、市保健師にインタビュー調査をお

こない、総合的に問題点を明らかにすることを目的とした。 
２ 研究の進め方（方法） 

（１）フィンランド福祉教育調査 
2011年9月19日－9月23日フィンランドの福祉教育施設（トローラリ保育園、クオバヌメン基礎学校、

ケスクスプイスト職業学校、こどもの城病院小児精神科、こどもの城病院の学校）を訪問し、担当者に病弱児

への支援の実際についてインタビュー調査、および施設見学を行った。 
 （２）日本の教員、養護教諭、小児病棟担当の医療者、市保健師へのインタビュー調査 
現在成人している小児がん経験者(1名)、病弱特別支援学校の担当教員(2名)および養護教諭(1名)、小児病棟

担当の看護師（1 名）、市保健師係長(1 名)、普通学校養護教諭（数名）にインタビュー調査を行った。インタ

ビューは各1-2時間程度であり、実施前に調査研究の目的、方法とプライバシーの保護等について口頭および

文書で説明し、文書にて承諾を得た。また、インタビューは許可を得た上ですべて録音され、その内容を書き

起こした逐語録を質的に分析した。 
３ 研究の成果（結果および考察） 

フィンランドの教育制度や福祉制度は数多く日本に紹介されている。しかし病弱児の制度となると、

日本側に関心がないのかほとんど紹介されることはなかった。今回フィンランドの教育福祉施設５施設

を訪問調査した結果、明らかに日本と異なる点として、病弱児を特別な存在としてみることなく、特別

支援の必要な子どもとして他の多くの困難を抱えるこどもと同様の枠組みで支援していることが挙げら

れた。さらに具体的には、以下のような点が日本と異なっていた。 
（１） 多くの大人たちが一人の子どものために支援をする 
フィンランドの学校では特別な支援を必要とする子どもが学級内にいた場合、その子どもには専属の

支援をする大人が終日付き沿っていた。病弱児も同様の権利があり、例として白血病の治療を終えた子

どもの普通学級における様々な人的支援、物的支援、さらには専門家の連携が語られた。一方、日本の

教員や病院看護師に普通学校での病弱児の受け入れの現状について聞いたところ、教員からは「一人だ

け特別扱いできない」、「みんなと一緒に行動できるようになるまで治療に専念して欲しい」という意見

が、看護師からは「学校でも一人で自分のケアが出来るようになるまで退院させない」と現状が聞かれ

た。つまり日本では、病弱児は特別な支援の必要がなくなるまで病院に留め置かれ、学校側では退院し

通学をはじめた子どもは特別な支援の必要がない、という認識であることが明らかになった。 
（２）支援する者どうしの連携体制  



フィンランドでは特別な支援を必要とする子どものために週に１回会議が開かれ、その参加者は、そ

の子どもに応じて必要とする専門家であり、病弱児の場合には担任、管理職、学校保健師、臨床心理士、

主治医、保護者、その他必要とする専門家などであった。一方、普通学級における日本の病弱児のため

の学校の場における支援のための連携状況は、多くが校内の「校長」、「担任」、「養護教諭」間であり、

連携というよりは「連絡・報告」のようであった。さらには、「忙しくて病弱児は後回し」、「教員間の連

携でさえ、実はうまくいっていない」、「子どもの主治医や医療機関との連携は敷居が高くて連携できな

い」、「病弱児はおとなしいし、支援の必要性を特段感じない」、ということも語られた。また、保健師や

病院看護師は「学校側からのアプローチがあればいくらでも援助・協力を行う」という発言が聞かれ、

学校との連携の積極的な必要性を感じていなかった。つまり日本では、病弱児には特別の支援が必要で

あることを教員や医療･福祉関係者が理解していない、たとえ特別な支援が必要であっても、必要な関係

機関や専門職と適切な連携が行われていない、そしてその重要な連携が行われていないことにも教員や

医療･福祉関係者が気づいていない、という現状があると思われた。 
（３）教職員の持つ裁量と教育理念・目標の持ち方 
  日本では、なにか特別なことを教育現場で行おうとすると、「校長の許可」、「教育委員会の許可」に阻

まれ、いっこうに前に進まないことが往々にしてある、という状況を、保護者や保健医療福祉職、そし

て教員自身からも聞かれた。一方フィンランドでは一般の職員･教員がかなりの権限をもち、子どもに必

要な支援を得るために自由に関連機関や専門家と連携・協働出来る環境であった。日本にもフィンラン

ドと同等の様々な専門知識を持った人々や、施設、制度が存在しており、これらが病弱児たちのために

は協働していないだけであるという印象が伺えた。その根底には、フィンランドが国として、「フィンラ

ンドには資源がない。あるのは森と人である」、「どのような子どもであっても、国の貴重な資源として

成長・自立出来るように導くのが教育の目的」という理念を持っていることが挙げられる。そしてこの

理念をすべての教員や職員が自分たちの教育目標として話されていた。病弱児への教育姿勢は、教員・

職員が持つ裁量の違いもあるが、教育の理念や目的の違いが非常に大きいと感じた。 
（４）人に対する信頼の育成 
日本のある特別支援学校の教員は、「普通学級の教育環境に適応できない子どもたちは “問題児”と

して同級生や教師たちに扱われおり、その結果人間に対する信頼をすっかり失っている。院内学級での

教育は、人に対する信頼を取り戻してもらうところからはじまる」と話されていた。一方、フィンラン

ドの子どもたちは、なにか支援が必要な状況に陥った場合、多くの大人たちが話し合い、そして実際に

支援してくれることを実感して成長していくことが明らかになった。このような状況で、たとえ様々な

困難を抱えていても孤立することなく、人を信頼することを実感し、またその大切さを学び、将来の貴

重な人材として生育していくことが可能であると思われた。 
（５）まとめ 
 フィンランドでは、高学力と学力格差が少ないことが注目されているが、今回、普通学校での病弱児

への支援の現状の2国間比較によって、その理由の一端が見えた。フィンランドでは、子どもを自立さ

せるためには学校教育は必須という理念の基、たとえ病弱であっても、学校で適切な教育を受けられる

よう様々な支援体制が存在していた。一方日本では、普通学級は、特別支援を必要とせずに集団での活

動が可能な病状になってから通学する場という認識が教育福祉医療関係者には強く、その結果、入院の

必要はないが普通学級への通常の通学が困難な場合には学校教育を十分に受けられないという状況が発

生していた。この状況は、特別な支援を必要とする子どもの学力低下を招き、将来の自立への足かせに

もなる。この日本の状況を打破するための制度改革の検討が今後の課題である。 


